
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

越後妻有文化ホール・サポーターズ 入会申込書 【個人】 

    実施要綱に同意の上、申込みます。         お申込日：   年    月    日     

フリガナ  

生年月日 

□大正 □昭和 □平成 

お 名 前    年   月   日 

ご 住 所 
〒 

 

電話番号     －     － 性 別 男  ・  女 

E-mail 

※情報発信は全てメールでお送りいたします。 @city.tokamachi.lg.jpからの

メールを受信できるように設
定してください。 

※いただいた情報は、会員証送付、チケット販売業務等段サポ運営業務及び個人を特定しない統計等に使用いたします。 

 

↓事務局記入欄 

受付処理日 会費収納日    年   月   日 会員番号 

      

入会申込書を段十ろ
う窓口･FAX･郵送･
メールいずれかにて
提出してください 

受付け処理後、記入し
た住所へ会費納付書
をお送りいたします 

納付書発行日より
10日間以内に金融
機関にて会費を納入
してください 

納入確認後、郵送に
て「会員証」を交付
いたします 

平成31年度越後妻有文化ホール・サポーターズを 

チケット先行販売 

会費１口に対し、１つの

催し物について２枚ま

で先行購入できます。 

特典１ 

＊すべて会員ご本人様への特典となります。 

＊特典１～３には、会員証の提示が必要です。 

＊公演によっては、先行販売や割引が受けられ 

ない場合もございます。 

会員割引 
会費１口に対し、500円

の割引券を年間２枚も

らえます。 

特典２ 

ホール利用料減免 

当館ホール練習使用料

の特別減免を受けられ

ます。 

特典３ 

イベント情報発信 

イベント情報をメール

で受取れます。 

特典４ 

募集します！ 

有効期間：入会した年度の３月31日まで （有効期間満了前に文書にて更新の意思を確認します。） 

１口：２,０００円 

個人 
年会費 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐キ‐‐‐‐‐リ‐‐‐‐‐ト‐‐‐‐‐リ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

越後妻有文化ホール        〒948-0083 十日町市本町１丁目上 508番地２ 

電話：025-757-5011 FAX：025-757-5010  E-mail：t-edu-gakushu@city.tokamachi.lg.jp 
 

※裏面の越後妻有文化ホール・サポーターズ「段サポ」実施要綱をお読みください。 

問合
せ先 

申込
方法 



 
 
越後妻有文化ホール・サポーターズ「段サポ」実施要綱 

 
 （趣旨） 
第１条 この告示は、十日町市（以下「市」という。）の文化振興を図るた

め、市又は十日町市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が越後妻
有文化ホール（以下「文化ホール」という。）で行う自主事業の固定ファン
創出に資することを目的として実施する越後妻有文化ホール・サポーター

ズ「段サポ」（以下「段サポ」という。）に関し、必要な事項を定めるもの
とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該
各号に定めるところによる。 
(1) 会員 段サポの会員をいう。 

(2) チケット 市又は教育委員会が主催又は共催をして文化ホールで
行う催し物の入場券をいう。 

(3) 会員料金 会員に対する割引料金を設定したチケットの価格をい

う。 
 （会員） 
第３条 会員は、法人会員と個人会員とする。 

 （会員の役割） 
第４条 会員は、文化ホールの運営に賛同し、文化ホールを活用して地域文
化の向上に努めなければならない。 

 （会費） 
第５条 会費は、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める金額とし、口数の上限は設けない。 

(1) 法人会員 １口当たり年額5,000円 
(2) 個人会員 １口当たり年額2,000円 

２ 既に納入された会費は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要が

あると認めるときは、この限りでない。 
 （会員に対するサービス） 
第６条 教育委員会は、会員に対し次のサービスを行うことができる。 

 (1) チケットの先行予約（一般販売より前にチケットを購入する機会を
提供することをいう。）の受付。この場合において、会員が予約できる
チケットの枚数は、次に掲げるとおりとする。 

ア 法人会員 会費１口に対し、１つの催し物について４枚まで 
イ 個人会員 会費１口に対し、１つの催し物について２枚まで 

(2) チケットを会員料金で購入できる割引券の交付。この場合におい

て、割引券は、チケット１枚の一般料金から500円を割り引く券とし、
次条の会員の資格を取得したときに、次に掲げるとおり交付する。 
ア 法人会員 会費１口に対し、年間４枚 

イ 個人会員 会費１口に対し、年間２枚 

 
 

 
(3) 文化ホールの使用料の減免 
(4) 定期的な文化ホールで行う自主事業などに関する情報提供 

 （資格の取得等） 
第７条 会員の資格を取得しようとする者（以下「申込者」という。）は、段
サポ入会申込書（以下「申込書」という。）に会費を添えて、教育委員会に

申し込まなければならない。 
２ 教育委員会は、申込書を受理したときは、当該申込者に対して段サポ会
員証（以下「会員証」という。）を交付する。 

 （会員証の有効期間） 
第８条 会員証の有効期間は、会員証の発行の日から当該日の属する年度の
３月31日までとする。 

 （有効期間の更新の届出） 
第９条 会員は、会員証の有効期間の満了後においても引き続き会員の資格
を取得しようとするときは、会員証の有効期間の満了の日までに、申込書

により教育委員会に届け出なければならない。 
２ 更新後の会員証の交付については、第７条第２項の規定を準用する。 
 （登録事項の変更の届出） 

第10条 会員は、申込書に記載した事項に変更が生じたときは、申込書によ
り速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

 （登録資格の取消し） 

第11条 教育委員会は、会員が会員証を第三者に貸与又は譲渡をしたときそ
の他教育委員会が不適当と認めるときは、会員の資格を取り消すことがで
きる。 

 （その他） 
第12条 この告示に定めるもののほか、必要事項は別に定める。 
 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 
２ 会員の募集その他のこの告示の施行のために必要な準備行為は、この告
示の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 


